IV章 1 XXXXの著作権使用料分配規程

2000年7月4～5日に開催された定例総会の決定に基づく改訂版*）
A.　演奏権・放送権の使用料分配規程

総則1)
§1

1.　XXXXは、管理を委託された演奏権（放送権を含む）の使用料をドイツ国内で徴収する。事業年度ごとに徴収された著作権使用料総額から諸経費を控除して、著作権者に分配されるべき総額（分配総額）が決定される。R区分およびFS区分の分配総額のうち、66 2/3％が放送権（ラジオおよびテレビ放送）として、33 1/3％が機械的複製権およびテレビ番組制作権として清算される。

2.　すべての区分に対して統一経費負担率が適用され、XXXXによる支出が割り当てられる。

3.　毎事業年度末に、理事会が監査役会と合意して決めた金額がXXXXの職員共済組合に対して拠出される。

4.a)　相互契約に基づいて、分配総額の各々10％が社会福祉事業および文化振興事業向けに拠出される。利息収入、会費、管理手数料、違約金など、著作権者に分配できない諸収入が生じた場合も、前記の目的のために拠出される。

　福利厚生を目的として、XXXXの社会保険組合および老齢年金基金に対する支出がある。そのほか、査定・評価のための諸手続きに対する支出がある。支出の比率は、理事会と監査役会が合意の上、決定する。

b) 　E区分でこれまで実施されてきた寄付金は、支出総額に応じて減額することはできない。この変更には、総会で定款の§11b)に定められた制限多数の賛成を得ることが必要となる。

c)　分配不能金は—相互管理条約を前提とした外国との関係で—分配総額に加算されて、一緒に分配される。正会員だけは、査定の諸手続きに関する業務規定に関して総会で決まった規則に従って、正会員の取り分の残高を提供する。

5.音楽出版社が本拠地を外国に移転して、外国の著作権管理団体に加入しても、そのために著作権者や著作権の承継者の権利が狭められてはならない。

6.図書館からの印税収入の分配割合は次のように定められている。

楽譜の利用　　　　　　77％

録音媒体の利用　　　　20％

映像録音媒体の利用　　 3％

　第1の場合は演奏権・放送権の使用料分配規程総則§1の4条に、第2の場合は機械的複製権の使用料分配規程施行規則のⅣ節9条に、第3の場合は機械的複製権の使用料分配規程施行規則のⅣ節7条にそれぞれ従って、著作権者に分配される。

§2　著作権使用料の分配の対象となるのは、当該事業年度中に演奏された楽曲の制作に関与したことを証明できる著作権者だけである。

（以下省略）

*）2000/2001年版から新たに加わったユーロによる表記は、欧州連合理事会が1998年5月3日付で採択したユーロ導入に関する規則(EU)に基づいている。ユーロ換算額は公式換算規定に、ドイツ・マルクによる価額と表記は前記の版によっている。 


1) 総則および使用料分配規程施行規則において、「著作権者」とは正会員・準会員あるいは協賛会員とする。


§1の4a)条2項3号に関する補足説明：


純音楽（E区分）では1957年以来、軽音楽（U区分）では1956年以来、次の職業別の分配率がそのまま適用される。


純音楽（E区分）  　軽音楽(U区分)


作曲者　　 57.5％　作曲者　　 42.5％


作詞者　　　3.0％　作詞者　　 20.0％


音楽出版社39.5％　音楽出版社37.5％


100.0%    　　　　　100.0%
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